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報告者紹介 

今本 啓介（いまもと けいすけ） 

昭和 48 年 京都府生まれ 

早稲田大学政治経済学部政治学科卒業，同大学院政治学研究科政治学専攻修士課程修了（修士（政治学）），

同博士後期課程単位取得退学後，小樽商科大学准教授を経て，平成 23 年より現職。 

専門は，行政法，租税法，財政法。 

著書に，『自治体訴訟』（共著，住民訴訟について執筆）（早稲田大学出版部，平成 25 年），『検証！国税庁

情報の重要判決 50』（共著）（ぎょうせい，平成 24 年）等，論文に「アメリカ連邦税法における税務調査

（1）～（3・完）」（早稲田政治公法研究 63～65 号），「アメリカ合衆国における行政機関による制定法解釈

と司法審査(1)―法規命令・行政規則二分論の再検討をめざして―（1）～（3）」（商学討究（小樽商科大学）

59 巻 4 号・60 巻 2＝3 号・61 巻 1 号），「アメリカ合衆国における自治体破綻法制」（租税法研究 43 号），

「アメリカにおける州の財政破綻と倒産能力 : 連邦倒産法第９章の手続の州への導入に関する議論につ

いて」（法政理論（新潟大学）50 巻 3＝4 号）等がある。 

 

■P2  
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Ⅰ わが国における現在の自治体破綻法制 

①「地方財政再建促進特別措置法」の問題（現在の制度の前にあったもの） 

<問題１＞財政再建団体に指定されると，自治庁長官（後の自治大臣，総務大臣）は，財

政再建計画を承認し，財政再建債の発行の許可を行う権限を有していた。 

そのため，財政再建に適合しないと認められるときは，予算の一部の執行停止や財政再建

計画の変更を請求できるとされていた。 

→早期是正の制度がなかった（財政再建団体になると一発でアウト。それまでは明るみ

にでなかった）そのため，財政規律の維持が難しかった。 

→財政再建団体になると地方公共団体の権限が著しく損なわれるので，財政再建団体

に陥ることを避けるインセンティブが働いた（夕張市の財政破綻の一因？） 

＜問題２＞地方公共団体自体の財政状況のみが財政再建団体指定の基準とされる。 

地方公営企業の再建制度は地方公共団体とは別立てであったため，財政情報の開示が不

十分であり，地方公営企業の経営状況が不透明であった（外からはわかりにくかった）。 

→夕張市の場合も，財政破綻の直接的な要因は，炭鉱閉鎖後の地方公営企業・第三セク

ターによる観光を目的とした投資によるところが大きかった。 

 

② 地方公共団体財政健全化法の制定 

・平成 19（2007）年，それまでの「地方財政再建促進特別措置法」に代わり，「地方公共団

体の財政の健全化に関する法律」（平成 19 年法律 94 号，地方公共団体財政健全化法）が制

定された。（小泉内閣時） 

←地方分権 21 世紀ビジョン懇談会報告書（平成 18 年）により，再生型破綻法制の検討に

早期に着手すること（イエローカードの段階をつくる），透明なルールに基づく早期是正

措置を講じ，それが功を奏さなかった場合に再生手続に入るという 2 段階の手続をとる

べきとされたことによる。 
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③ 地方公共団体財政健全化法の概要（５つの変更ポイント） 

 

健全化判断比率の公表等が義務付けられた（3 条） 

これによって、早期健全化団体、財政再生団体の２団体を判断される。 

■P5 

健全化判断比率の対象が，実質赤字比率だけだったのに対して、一部事務組合，広域連

合，地方公社，第三セクター等にまで広がった。 

 

 

健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には，イエローカードが出さ

れ，財政健全化計画を定めなければならないとされた（4 条 1 項）。 
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財政健全化計画は，地方公共団体の長が作成し，議会の議決を経て定めなければならない（5

条 1 項）とともに，財政健全化計画を定めたときは，都道府県及び政令指定都市にあっては

総務大臣に，政令指定都市を除く市町村及び特別区の長にあっては都道府県知事に，当該財

政健全化計画の実施状況を報告しなければならない（6 条）。 

 

財政健全化団体の財政の早期健全化が著しく困難であると認めるときは，国等（等とは，総

務大臣又は都道府県知事のこと）の勧告の制度が用意される（7 条）。 

 

■P7 

実質赤字比率，連結実質赤字比率，実質公債費比率のいずれかが財政再生基準を超えるとき

は，レッドカードが出され，国等の関与が強まり，財政再生計画の策定が義務付けられる（8

条）。 

 

■P8 

財政再生計画は，地方公共団体の長が作成し，議会の議決を経て定める（9 条）とされると

ともに，財政再生計画について，議会の議決を経て，総務大臣に（市町村及び特別区にあっ

ては、都道府県知事を通じて総務大臣に）協議し，その同意を求めることができる（10 条

1 項）。 

 

■P9 

再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であり，かつ財政再生計画に対する総務大臣

等の同意を得ていないときは，地方債をもってその歳出の財源とすることができない（11

条：地方債の起債制限）。 

 

再生振替特例債により，財政再生団体は財政再生計画につき総務大臣の同意を得ている場

合に限り，収支不足額を地方債に切り替えられる（12 条）。 

 

■P10 

財政再生団体及び財政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいず

れかが財政再生基準以上である地方公共団体は，地方債の起債に際して許可制が敷かれる

（13条：地方債の起債許可制）。⇔通常の自治体では、協議制なので，地方分権前相当とな

る。 

 

財政再生団体の長は，財政再生計画の実施状況の報告を総務大臣に行うとされ（18 条 1 項），

総務大臣は財政再生計画の実施状況を調査し，又は報告を求めることができる（19 条）。 
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総務大臣が，財政再生団体の財政の運営がその財政再生計画に適合しないと認められる場

合等に，勧告を行う制度が用意される（20 条）。 

 

④ 地方公共団体財政健全化法の特徴と現状 

⚫ 早期健全化基準が設けられ，財政再生団体に陥ることを未然に防ぐしくみが作られ

た。（イエローカードの団体が以前は多かったが、今はゼロ。早期健全化団体になる

と努力するので、イエローカードで踏みとどまる効果がある。） 

⚫ 一般会計のみならず，公社や第三セクターを含めた実質的負債が考慮されるように

なり，ストックの要素も考慮されるようになった。 

⚫ 地方分権21世紀ビジョン懇談会報告書で指向された地方債完全自由化や再生型破綻

法制，新しい地方財政再生制度研究会で検討された債務調整は取り入れられなかっ

た。（地方債については，基本的に総務大臣と協議して発行している制度になってい

る。信用力で発行することが提案されたが，実現されなかった。会社更生と同じよう

な、一旦債務を帳消しにして復活させるやり方は取り入れられなかった。自治体の債

務の免除も認められず、借金は全て返すことが求められている。） 

⚫ 財政再生団体となったのは，夕張市のみであり，平成 21 年度から 21 年間（約 322

億円の再生振替特例債の返済は 17 年間）で財政の健全化を行うとされ，（個人住民

税は，自治体によってほとんど差がないが，超過税率を定めている。水道やゴミ袋な

ども高額。小学校が７校を１校に減。）現在粛々と進められているようにみえるが，

少子高齢化や人口減が想定以上に進む（税収が下がる）という状況がある。（足によ

る投票が起こっている。） 

→地方債の自由化や債務調整を含めた自治体破綻法制の構築が必要になると考えられる。 

：本報告では，既に自治体における債務調整が制度化されているアメリカの自治体破綻

法制を概観する。 

 

■P12 

Ⅱ 米国における自治体破産法制 

１．債務調整手続創設の背景 

① 債務調整手続創設前の自治体(municipality)の財政破綻に対する救済手続と限界 

ⅰ 自治体の財産の差押え(seizure)の申立て（現在でもされているらしい） 

⚫ 庁舎，学校，警察の備品，消防車，街路等のような自治体の物理的財産の差押えの

申立て。 

⚫ 自治体を特別な目的のために市民により設立された法人として，すなわち，営利法

人に近いものとして捉える。（日本では考えにくいこと） 
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⚫ 州の中には，州憲法・州法により，自治体の財産の差押えの申立てが制限されてい

る州もあった。 

⚫ 自治体財産を，行政財産(governmental property)と私経済的資格(proprietary 

capacity)により保有されている財産に分け，後者の財産のみ差押え可能であると

しても，実際には自治体財産のほとんどは行政財産とされ，差押え対象にならない

と解されていた。（実効性はなかった。） 

■P13 

 ⅱ 自治体住民が持つ私有財産の差押え(seizure)の申立て（日本では考えにくい） 

⚫ 自治体は共通の便益を目指して住民が創造したものであるという考え方を基礎と

する。 

⚫ この考え方によると，住民と自治体の関係は，出資者と無限責任会社との関係，な

いし組合員と組合の関係に類似したものとなる。 

⚫ ニューイングランド 6 州（メイン州，ニューハンプシャー州，ヴァーモント州，マ

サチューセッツ州，ロードアイランド州，コネティカット州）において，州裁判所

で認められる。（６州以外では認められておらず，実効性は乏しかった。） 

 

ⅲ 債務不履行に陥った自治体の財務問題に対する裁判所による監督の申立て，財産保

全管理手続(receivership)の申立て 

⚫ 自治体の場合，債務者が日常の業務に対する管理を実質的に放棄することとなる

通常の倒産手続と異なり，州法の定めがない限り，財産保全管理を裁判所が行うこ

とは認められないとされる。（実効性には乏しい。） 

⚫ 州の中には，自治体が債務不履行に陥った際に監視委員会(oversight board)や財産

保全管理制度の設立を課すものもあった（例 ミズーリ州，テキサス州，テネシー

州等）。 

⚫ 裁判所は，財産保全管理が州法により認められている場合であっても，この手続を

用いることに消極的であった。（裁判所もしたくなかったのだろう。） 

■P14 

 ⅳ 将来の租税収入に対するリーエン（先取特権，lien）の取得，債権差押え

(garnishment)の申立て 

⚫ このような手続が申し立てられることは多かった。 

⚫ 裁判所は，債権者は公的目的に用いられる資金についてリーエンの取得や債権差

押えの申立ては認められないと考えてきた。 

ⅴ 州により州内自治体の債務引受けの申立て 

⚫ 1860～70 年代に鉄道会社が債務不履行に陥った際，州の中には，州の憲法上の慣

例として，自治体の債務の引受けを禁止されている州があった。 

⚫ 州には自治体の債務引受けの義務はないとされていた。（これも難しかった。） 
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ⅵ 支出の差止命令(injunctive relief)による救済の申立て 

⚫ 裁判所が政治的な錯綜に立ち入ることには消極的であった。 

 

ⅶ 新税賦課ないし増税を求める職務執行令状(writ of mandamus)の交付の請求 

⚫ i～vi の手続がいずれも法的にほとんど利用不可能であったことから，この手続が

最も効果的な債権者による救済方法とされていた。 

⚫ 典型的には，州憲法，州法（例 イリノイ州），自治体憲章により，自治体が租税

の賦課・徴収の義務が課されている場合に認められる。 

⚫ 金銭債務証書(debt instrument)自体の一部として，借り手が必要な課税を行うこ

とが約される場合には，課税義務が自動的に課された。 

➢ 実際には，金銭債務証書の中で課税義務を明記しないと，自治体債の引受人を

探すことが困難であった。 

➢ 課税義務は裁判所により課されるものではなかった。 

■P15 

逆に，制定法や契約の中で明確に否定的ないし否定的な含みがあるときは，職務執行令状の

交付は認められない。 

→州憲法・州法により債務返済を目的とした税源や最高税率が制限されている州では，職

務執行令状の交付は認められない。 

※問題点 

➢ 職務執行令状の交付の請求は，金融恐慌時に各債権者が行うこととなることから，濫

訴の可能性がある。 

➢ 職務執行令状の交付の請求による税率の引上げが，歳入の増加に必ずしもつながら

ない可能性がある。 

 

➢ 職務執行令状が交付された相手方の自治体職員が辞職した場合に実効性がない。 

（こういう対応することが非常に多かった。ただ、あまり効果はなかった。） 

➢ 職務執行令状の名あて人となる自治体当局が単に職務執行令状に従うことを拒否し

た場合は，当局の自治体職員を裁判所侮辱罪に処することができるのみであり，債権

者の状況改善にはつながらない。 

➢ 職務執行令状の交付の請求は必ずしも効率的ではない。 

✓ 裁判所が自治体の支払不能を認定することはほとんどない（裁判所は，自治体の

課税権は無尽蔵であると考えている）。 

✓ 裁判所は，自治体の経常的支出の算定において，自治体の判断に謙譲せざるを得

ない。 

✓ 職務執行令状の発行を控えることが債権者にとって公正な結果となることさえ

あった（増税を求めないほうが効果があった）。 
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■P16 

② 債権者による救済手続の限界 

⚫ 金融危機において，債務免除の交渉に参加しない債権者が，債権者・債務者双方にとっ

ての互譲的な解決策への協力を拒否することを防ぐ術がなかった。 

→州法によりこのことを強制することは，連邦憲法の債権債務関係条項に違反するとさ

れていた。 

⚫ 事後的に契約条項を変更することも債権債務関係条項に違反する。 

→連邦レベルの法規制が必要とされる。 

➢ 連邦憲法 1 編 10 条 1 項（債権債務関係条項） 

州は，･･････私権はく奪法，事後法若しくは契約上の債権債務関係を介する法律を

制定してはならない。（契約上の関係を変えてはいけないと規定していた。連邦で

の規定が必要になった。） 

 

■P17 

２．債務調整手続（連邦倒産法第 9章）の立法経緯（大恐慌時） 

⚫ 自治体の債務不履行は，1932 年 11 月において 678 件であったのが，1934 年 1 月には

1,729 件に達し，金額も，1933 年 1 月には 10 億ドルであったのが，1934 年初めには

20 億ドルに急増する。 

⚫ 1934 年，1898 年連邦倒産法(Bankruptcy Act of 1898)に第 9 章を加える形で，自治体

の債務調整に関する規定が制定された（1934 年法と言う）。 

➢ 自治体が，債務調整計画（債務額ベースで 51％以上の債権者が同意したもの）を

添えて，裁判所に対して申し立てる。 

➢ 債務調整計画が認可されると，当該自治体及び債務者が債務調整計画に拘束され

る。 

➢ 自治体が申し立てる際は州の同意が必要とされる。（ココ重要！） 

 

⚫ 1934 年法は，倒産条項に反するとして違憲とされた（Ashton v. Cameron County 

Water Improvement District No. One, 298 U.S. 513 (1936)）。 

➢ 連邦憲法 1 編 8 条 4 項 

連邦議会は，･･････合衆国全土に適用される統一的な倒産に関する法律を規定す

る権限を有する。 

→1937 年法で，自治体が債務調整手続（1937 年法では，債務免除手続の用語が用いられ

る）を申し立てる際に，州の同意が必要ではなくなった。 

→1937 年法は合憲とされた（United States v. Bekins, 304 U.S. 27 (1938)）。 

⚫ 1946 年法で恒久法化される。 
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■P18  

⚫ 1970 年代に入り，インフレを伴う不景気に陥り，課税ベースの収縮や公務員の団体協

約(collective bargaining agreement)による人件費上昇が問題となった。（日本では想像

できにくいところ） 

⚫ 1975 年，ニューヨーク市の市債市場が閉鎖され，ニューヨーク市は財政危機に陥った

が，連邦倒産法第 9 章の手続が用いられなかった。 

←申立前に債務調整計画を策定することが必要であったこと（債権者の 51％の同意が必

要），他の倒産手続では認められていた自動停止(automatic stop)が認められていなか

ったことなどから，大都市が連邦倒産法第 9章の手続を申し立てることは難しかった。 

 

→結局，ニューヨーク州は，ニューヨーク市に対する補助金を増やした他，州法により緊

急財政統制委員会を設置したり，さらに利率の高い短期証券の利率を下げた上で返済

期限を延期することにより対処（解決）した。 

⚫ （この反省を踏まえて）1976 年に大幅に改正され，1978 年改正連邦倒産法に組み込ま

れ，今日の基本形ができる。 

→手続申立時の債権者同意要件が削除された他，他の倒産手続と同様，計画認可後の未履

行契約の否認や自動停止，反対債権者の呑み込ませ(cram down)が設けられた。 

 

■P19 

３．債務調整手続（連邦倒産法第 9章）の概要 

※連邦倒産法第 9 章（チャプターナイン，債務調整手続(Adjustment of Debts of a 

Municipality)は，連邦倒産法の中の 1 章として設けられるが，多くの規定は，連邦倒産

法第 11 章（チャプターイレブン，会社更生(Reorganization)←有名）の規定等が準用さ

れる。 

 

① 債務調整手続申立ての要件 

ⅰ 自治体(municipality)に認められる。 

ここでの自治体は，州の地方統治区分(political subdivision)，公的機関(public 

agency)，機関(instrumentality)に限られる。 

 

ⅱ当該自治体が債務者となることが，州法により特別に認められている(specifically 

authorized)か，州法により授権された政府担当官又は政府機関により認められているこ

と。 

当初は「一般に認められている(generally authorized)」とされていたのが，1994 年改正

により，「特別に認められている」と変更された。 
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➢ 現在は，12 州（アラバマ州（自治体債のみ），アリゾナ州，アーカンソー州，アイ

ダホ州，ミネソタ州，ミズーリ州，モンタナ州，オクラホマ州（カウンティのみ），

サウスカロライナ州，テキサス州，ワシントン州）で無条件に認められ，12 州（カ

リフォルニア州，コネティカット州，フロリダ州，ケンタッキー州，ルイジアナ州，

ミシガン州，ニュージャージー州，ニューヨーク州，ノースカロライナ州，オハイ

オ州，ペンシルヴァニア州，ロードアイランド州）で条件付で認められ，3 州（コ

ロラド州，イリノイ州，オレゴン州）で限定的に認められる。（27 州） 

➢ ジョージア州では，適格自治体の連邦倒産法第 9章の手続の申立てを禁じており，

アイオア州も原則的に禁じている。 

➢ それ以外の州では，特に規定されていない。（＝できない。） 

 

ⅲ 当該自治体が，債務調整計画を履行することを強く希望していること。 

ⅳ 次のいずれかの要件を満たすこと。 

A) 債務調整計画による減損について，（債権者を組み分けして）各組(class)で債権額ベ

ースで過半数の債権者による同意を得てきたこと 

B) 債権者と誠実に交渉したものの，債務調整計画による減損について各組で債権額ベ

ースで過半数の債権者による同意を得られなかったこと 

C) 債権者との交渉が実行可能でないことから債権者との交渉ができないこと 

D）債権者が偏頗行為(preference)により否認されうる移転を得ると考えることが合理

的であること 

◎これらの要件を満たさないときは，申立ては却下される。 
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② 債務調整手続における制約 

ⅰ 当該自治体を統制する権限を州へ留保する。 

・かつて，州の主権との関係が問題となったことによる。 

・自治体は州の創造物であるという前提がある。 

ⅱ 裁判所の管轄，権限の制限 

申立てを行う自治体の同意なく，当該自治体の政治的行政的権限の行使，財産及び歳入，

収入を生み出す財産の所有又は享有を妨げてはならない。 

＃連邦倒産法第 11 章に比べると裁判所の権限は極めて限定的。 

 

③ 債務調整手続申立ての効果：自動停止(automatic stop) 

当該自治体や当該自治体の財産に対する全ての司法，行政手続が停止される。（陰に隠れ

てやりとりすることができなくなる。） 
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④ 偏頗行為の否認 

(i)債権者の利益のために行われ，(ii)既存の債務のために行われ，(iii)自治体が支払不能の

間に行われ，(iv)申立前 90 日以内に行われるか，債権者が内部者である場合には申立前

90 日以上 1 年以内に行われ，(v)連邦倒産法第 7 章による清算が行われ，当該移転が行わ

れず，債権者が定められる限度で返済を受ける場合に受け取る額以上の債権者が受け取

ることが受け取ることができる場合には，債務者の財産上の権利の移転が否認される。 

一般的な連邦倒産法の規定が適用される。（申立前に駆け込むことが禁止される） 
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⑤ 債権の優先順位 

⚫ 連邦倒産法では，債権の返済優先順位が定められる。 

⚫ 連邦倒産法第 9 章の場合には，次の通りとなる。 

ⅰ 担保権が設定された歳入額の限度で制定法上のリーエンにより保証された債務 

ⅱ 担保権が設定された歳入額の限度で特定財源により保証された債務（特定財源債

(revenue bonds) 

ⅲ それ以外の債券の取り決めや契約規定に基づき保障されたリーエン 

ⅳ 自治体の施設賃貸借により保証された債務 

ⅴ 管理費用(administrative expenses) 

ⅵ 無担保債務（一般財源債(general obligation bonds; GO bonds)，申立前の公務員の俸

給・年金等） 

 

※未履行契約の扱い（特に，公務員の団体協約(collective bargaining agreement)，公務員

退職者年金(pension)の扱い） 

⚫ 連邦倒産法第 11 章の手続では，団体協約の拒絶や退職者年金の変更を制限する規定が

置かれているが，連邦倒産法第 9 章ではこれらの規定が準用されていない。 

→オレンジ・カウンティでは，団体協約の一方的な変更は最後の手段であるとして変更の差

止めが認められたが，ヴァレホ市では，団体協約の拒絶が認められた。 

→デトロイト市では，ミシガン州憲法が州及びその政治的統治区分の各々の年金制度や退

職制度によって生じた財産的給付が契約上の義務であり，減損されることはないと定め

ていたにもかかわらず，年金債権の減損が認められた。 
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⑤ 債務調整計画の内容 

⚫ 債務調整計画が申立時に提出されないときは，裁判所が指定する日時までに提出する。 

⚫ 債務調整計画が認可されるまでは，いつでも修正することが認められている。 

⚫ 債務調整計画で定められなければならない内容 
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➢ 債権の組 

➢ 当該計画により減損されない組 

➢ 減損される債権の組 

➢ 当該計画により減損される債権の組の取扱い 

➢ 特定の組の債権に対する平等取扱い 

➢ 計画遂行の適切な方法 

 

⚫ 債務調整計画で定めることのできる内容 

➢ 未履行契約や期限未了の賃貸借の引受，拒否，譲渡 

➢ 債務者に属する債権の清算又は債務調整，ないし債務者による債権の維持又は強制

執行 

➢ 自治体の財産の売却，及び売却利益の債権者の間での配当 
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⑥ 債務調整計画の認可 

⚫ 次の各要件を満たす場合には提出される債務調整計画が認可される。 

ⅰ 当該計画が，連邦倒産法第 9 章及び同章で準用される規定に従っていること。 

ⅱ 当該手続において又は当該計画に基因して生ずる役務や支出に係る債務者である自

治体等により返済されるべき金額の全額が開示されていて合理的であること。 

ⅲ 債務者である自治体が当該計画を実行するのに必要な行為を行うことが法により禁

じられていないこと。 

 

ⅳ 特定の債権者がその債権について異なった扱いをすることに同意している場合を除

き，第 1 順位の各債権者が認められた債権額と同額の現金を受け取ることとなってい

ること。 

ⅴ 当該計画の全ての条項を遂行するために，適用される連邦倒産法以外の法の下で必

要とされる規制庁又は選挙民の賛成が得られたか，当該計画案の条項が明示的に規制

庁又は選挙民の賛成を条件としていること。 

ⅵ 当該計画が債権者の最善の利益に合致するものであり，実行可能なものであること。 

■P25 

⚫ 全ての組が提出されている債務調整計画を受け入れなくとも，vi.以外の要件が満たさ

れれば，裁判所は，計画の下で減損され，計画を受け入れてこなかった各組の債権につ

いて，当該計画が不公正に差別しておらず，公正で公平であると考える場合には，当該

計画を認可しなければならない。：呑み込ませ(cram down)と言う。 

＃通常の倒産手続においては，無担保債権に劣後する債権者（株主等だが、自治体の場

合株主がいない）は，当該計画の下ではいかなる財産も受け取り又は保持することが
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ないとされる。 

 

⑦ 債務調整手続申立ての却下・棄却事由 

ａ 却下（門前払い）事由 

・当該手続が誠実に行われないとき，又は要件を満たさないとき。 

・手続が追行されないとき 

・債権者に不利となる債務者（自治体）の不合理な遅延があるとき 

・決められた期限内に計画が提出されないとき 

・計画が裁判所により指定された期限内に受け入れられないとき 

・債務者（自治体）が当該計画の条件について重大な不履行を犯したとき，又は当該計・

画が当該計画の条件により終了したとき 

ｂ 棄却（本案審議がされない）事由 

・計画の認可が拒否されるとき 
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⑧ 債務調整計画の認可の効果 

⚫ 債務調整計画が認可されると，債務調整計画は，債権者・債務者（自治体）双方を拘束

する。 

⚫ 次のいずれの要件をも満たす場合には，債務者（自治体）の債務は免責される。 

ⅰ 当該計画が認可されていること 

ⅱ 裁判所が任命する配当事務官(disbursing agent)に対して，計画により配分されるべ

き報酬を寄託していること 

ⅲ 当該債務の返済のため又は返済を保証するために作られた規定が有効であると判断

していること 

 

⑨ 債務調整手続（連邦倒産法第 9章）の利用例 

⚫ 当初は特別目的自治体(special purpose municipality)（灌漑区，学校区等）による利用

が多かった。（日本で言う一部事務組合。債権者も少ないので、申立しやすかった。だか

ら、大都市のニューヨーク市などはなかった。） 

⚫ 大都市で最初に申立てが行われたのは，ブリッジポート市（コネティカット州）（1990

年）。その後，オレンジ・カウンティ（カリフォルニア州）（1994 年）（カウンティは、

市よりも大きく県に近い存在。しかし、市がないエリアがある。西海岸のリゾート地。），

ヴァレホ市（2008 年），ボイシ・カウンティ（アイダホ州）（2011 年），ストックトン市

人口 20 万人（カリフォルニア州）（2012 年）等で申立てが行われた。 

⚫ デトロイト市（ミシガン州）（2013 年）は人口規模からみると突出して大きい（70 万

人）。 
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４．債務調整手続（連邦倒産法第 9章）の問題 

① 申立適格に関する問題 

⚫ 支払不能要件や誠実交渉要件が課されることにより，申立てが時機に遅れる可能性が

ある。 

⚫ 支払不能要件は，現金主義によって判断されるため，自治体が無限に増税できるとされ

ると認められにくい。 

 

② 呑み込ませ(cram down)をめぐる問題 

⚫ 会社の場合は，無担保債権者は，優先順位が劣後する持分権者が持分権の額面価値分を

受け取る限り，全額返済されるが，自治体の場合，優先順位が劣後する持分権者はいな

いため，無担保債権者がほとんど返済を受けられない。 

→債務調整計画の認可要件の 1 つである「債権者の最善の利益」との関係が問題とな

る。 

→「債権者の最善の利益」が自治体による増税となった場合に，増税を強制できない裁

判所がどのように判断するかが問題となる。 

■P28 

③ 債務者（自治体）に対する統制の問題 

⚫ 「連邦倒産裁判所は，自治体が財政破綻に直面するときに関係する様々な利害関係人

（債権者，年金受給者，州，住民）の利益を調整しうる」が「連邦倒産裁判所が自治体

債の債務調整時に示す巧妙さが，自治体の財政健全化に永続的な効果を持つかは明ら

かでない」（Clayton P. Gillette & David A. Skeel, Jr., Governance Reform and the 

Judicial Role in Municipal Bankruptcy, 125 YALE L.J. 1150, 1152 (2016)）。 

→裁判所の統制が，連邦倒産法第 11 章の手続に比べて限定的であり（申立てに州の授権

が必要，州の権限を侵さない，自治体の政治的行政的権限を妨げない等），強化する必

要がある。 

⚫ そもそも連邦倒産法第 9 章の手続は，従来から行われてきた州の関与，介入に比べて

効率的かという指摘がある。 

←州こそが，債権者に比べて自治体の財政破綻の原因や財政破綻の結果に対して対処す

ることができることから，州が自治体の財政破綻のリスクを負うべき（See Omer 

Kimhi, Reviving Cities: Legal Remedies to Municipal Financial Crises, 88 B.U.L. 

REV. 633, 656 (2008)）。 

（このあたり、アメリカでも意見が分かれている。） 

◎自治体財政に対する統制を裁判所が行うべきか，州が行うべきかという問題につなが

る。 
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■P29 

Ⅲ わが国の自治体破綻法制構築への示唆 

１．米国における自治体破綻法制の内容 

⚫ 連邦倒産法が基本となっていることから，連邦倒産法第 9 章においても，裁判所が手

続において主導権を握る。 

⚫ 連邦倒産法第 9 章の手続は，倒産手続の中でも債務調整手続を定めるのみで，他の倒

産手続（清算，会社更生等）は含まれず，裁判所の権限も限定されている。 

→一般的な倒産手続に比べると，連邦倒産法第 9 章の手続は限定的なものとなってい

る。 

⚫ 一方で，自治体の財政破綻時には州が介入することが主流である（自治体は州の創造物

であることによる。）し，現在でも，コモンロー上の手続である自治体財産の差押えの

申立て等が行われている。 

⚫ 前提として，自治体債が自由化されているという状況がある。 
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２．わが国の自治体破綻法制構築の際の留意点 

自治体の支払不能とはどのような状態か。 

自治体の債務不履行分について，全額返済を前提とすることがよいか。 

夕張市においては，すでに住民への負担増と住民サービス削減，人口減が進んでいる。 

自治体がそもそも何か。アメリカの場合は，自治体が州の創造物であることが前提にある。 

自治体に破産能力はあるか。通説ではないとされているが，債務調整に限っても不可能か。 

債務調整を行うとして，裁判所が主導するということでよいか。 

倒産手続における債務調整以外の方法である会社更生のような制度を採ることは可能か。 
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米国における自治体破綻法制 都市行政ワークショップ 

＜質疑応答＞ 

Q１ 久末先生：「組」とは？ クラスアクションの（格付けのある）「団体」のイメージか？ 

「組」と「団体」の間ぐらいの概念か？ 

A１ 債権者がたくさんいる中で、同じような人を組み分けするという意味。 

クラスアクションは、団体訴訟とばかり思っていたため、今まで関連づけてとらえたことは

なかった。それは（全く別物ではないという観点は）勉強になった。 

 

Q２ M2 森本：債務調整は、無条件で認めたところが 12 州で、その他は条件付きとか、限

定的とあるが、日本ならば、どの条件付きがいいのか、どの州が日本には合うのか？ 

A２ 私の中でもまだ考えは定まっていないところである。いろいろメリットデメリットが

ある。裁判所ができるのか、債務調整をしていいのかなど、総合してとらえる必要がある。 

日本では、地方債は、みんな絶対返ってくると思って買っているので、今までのところでは

無理。これから発行するときの問題になる。ただし、返ってこないことが本当にあっていい

ものか、という問題がある。条件付きで認めるべきかなど、細かくみないと何とも言えない。

裁判所ではなく州の仕事だととらえている前提などもあり、日本に当てはめてとらえるこ

とは、今の段階で結論を出すところまで行っていない。 

 

Q３ 飯阪：自治体破綻しないためにどうするかを考えていかなければいけないと思う。そ

のために各自治体でいろんな基金を積み立てているが、自治体の規模（人口 10 万、20 万な

ど）によってどれぐらいの基金を備えておけばいいと思うか？ 目安はあるか？ 目安が

あれば、地方債への信用も増すのかなと思われる。 

これぐらいの基金を持ちなさいという、基金を積み立てる法制度を設けることはできない

か？ 今は、努力目標になっているだけ。 

A3 基金を積み立てる策は、確かに有効だろう。今の健全化法は、イエローカードで、夕

張を例外として、破綻させないスタンスではある。破綻させないほうがいいので、破産させ

ないために、どれぐらいの基金が必要か、数字的にはわからないが、基金と言う形を決める

のは、いい策かもしれない。自分の住んでいる新潟市では、極端に基金が減っている。その

ために、いろんな経費が削減されているので、基金という形にするのは、一つあるかもしれ

ない。 

Q３ 和泉市では、基金の積み立てと、債務履行で、470 億円の起債がある。この先５年後

から起債の返還が始まってくる事業が行なわれている。この２年で 250 億円の投資をして

いる。その債務負担行為が増えている。そのために、基金の積み立てをしていると行政から

報告されているが、自治体では起債を借金としていない、税の公平配分と言われ、なかなか

その理論が通じない。民間と違うため、基金の積み立てを議会で訴えても、基金をなぜ行っ

ているのかについて、行政の目線と違う。このままだと自治体の破綻が起こってしまう可能
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性がある。 

A３ 破綻を起こさない方法は、現状（今の健全化法の基準）では不十分なのか？ 基金ま

で国が介入しないといけないのか？ このままだと多くの自治体が破綻の危機に面する可

能性があると言えるだろう。債務調整を難しくしない、破綻させないためには、自治体の中

で監視をするところをつくる方法はあり得るかもしれない。自治体の中で財産保全監理を、

独立性を持った第三者的な機関が監視する方法はあり得るのではないか。 

好景気には基金を貯めて、不景気のときに借金をすることは、経済行為としては大事。しか

し、通常は、自治体の場合、貯めるよりも使いたがる。貯めるぐらいなら、減税せよ、と言

う声も出てくる。なかなか基金を強制することは、難しいのではないか。 

Q3 指標として高く持っておくことしかできないのかない。 

 

Q４ 山本：自治体破綻法制を構築することを考える中には、いずれ国が苦しくなったら自

治体に対して構わないという可能性はあるのか？ 

A４ 国もアップアップしているので、大いにあり得る。 

アメリカでも州がもともと補助金を出すとか関与していたのが、財政的に厳しくなって、関

与できなくなってきたため、最近では州も破綻できるようにしたらいいのではないかとい

う話まで出てきている。 

国もこれ以上できなくなってくる可能性があるので、その場合、ちゃんと債務調整をまじめ

に考えないといけないのではないか、という意識でとらえている。 

 

Q５ 吉岡（奈良県御所市役所）：スライド 25 で、「住民と自治体の関係は、出資者と無限

責任会社との関係、ないし組合員と組合の関係に類似したもの」とあるが、カウンティと市

で違いがあるのか、あまり違いはないのか？ 

A５ カウンティは、州の出先機関の一面があるので、自治体の自治のレベルとしては低い。

ここでは住民自治（自分達のことは自分達で決める）に近い考え方なので、カウンティはあ

たらない可能性がある。自治体は住民の創造物との考え方（団体自治）なので、こういう考

え方はあり得るが州でも取っているところは少ない。ここは、もう少し詳しく調べてみる必

要がある。 

カウンティが、チャプター９の適用除外をされた時期はあったが、現在は扱いに違いはない。 

 

Q６ 久保田（京都市）：夕張市民は、どう思われているのか？ 

A６ 住民に直接伺ってはいないが、新聞報道等に依拠するところによると、若い人が出て

行っている。夕張出身というだけで、（他とは違う）見られ方をしていると言う。小学校も

１校になって、サービスも下がっているとなると、よほど市に愛着があるか、他に移れない

ような人だけになっていくことになる。市と言っても１万人が 8000 人に減っている。住民

の声は聞いていないのでわからないが（データからはそう読める）。       以上 


